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山　　形　　県　　公　　報 号外(41)平成21年12月22日（火曜日）

平成21年12月22日（火）

 

号　　外（41）

(毎週火・金曜日発行)

目 次

条 例

○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一

部を改正する条例………………………………………………………………（人 事 課）…２

○理容師法施行条例等の一部を改正する条例…………………………………（保健薬務課）…同

この号で公布された条例のあらまし

◇ 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例 （県条

例第75号） （人事課）

１ 船員保険法の一部改正に伴い、非常勤の船員につき、公務又は通勤による災害に対する補償

について定めることとした。

２ この条例は、平成22年１月１日から施行することとした。

◇ 理容師法施行条例等の一部を改正する条例 （県条例第76号） （保健薬務課）

１ 理容所及び美容所の作業室には、従業者の手指を洗浄するための洗場、器具類を洗浄するた

めの洗場及び洗髪のための洗場（頭髪に係る作業を行わない理容所及び美容所にあっては、従

業者の手指を洗浄するための洗場及び器具類を洗浄するための洗場）を設けなければならない

こととした。

２ この条例は、平成22年４月１日から施行することとした。



2

山　　形　　県　　公　　報 号外(41)平成21年12月22日（火曜日）

条 例

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

平成21年12月22日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

山形県条例第75号

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和42年12月県条例第47号）の

一部を次のように改正する。

第２条第１項中第２号を削り、第３号を第２号とする。

第17条中「、第46条及び第46条の２（公務で外国旅行中の職員に係る療養補償についての特例に

関する部分を除く。）」を「及び第46条」に改める。

附 則

１ この条例は、平成22年１月１日から施行する。

２ この条例の施行の日前に発生した事故に起因する公務又は通勤による災害について、補償を受

ける権利を有する者が、同一の事由について雇用保険法等の一部を改正する法律（平成19年法律

第30号）附則第39条の規定による保険給付であって、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の

公務災害補償等に関する条例の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同

条例の規定による補償は行わない。

理容師法施行条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

平成21年12月22日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

山形県条例第76号

理容師法施行条例等の一部を改正する条例

（理容師法施行条例の一部改正）

第１条 理容師法施行条例（平成12年３月県条例第11号）の一部を次のように改正する。

第４条中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号の次に次の

１号を加える。

(4) 作業室には、従業者の手指を洗浄するための洗場、器具類を洗浄するための洗場及び洗髪

のための洗場を設けること。ただし、洗髪のための洗場にあっては、頭髪に係る作業を行わ

ない理容所については、この限りでない。

（美容師法施行条例の一部改正）

第２条 美容師法施行条例（平成12年３月県条例第12号）の一部を次のように改正する。

第４条中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号の次に次の

１号を加える。

(4) 作業室には、従業者の手指を洗浄するための洗場、器具類を洗浄するための洗場及び洗髪

のための洗場を設けること。ただし、洗髪のための洗場にあっては、頭髪に係る作業を行わ

ない美容所については、この限りでない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成22年４月１日から施行する。
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（経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の理容師法施行条例第４条の規定は、この条例の施行の日以後に理

容師法（昭和22年法律第234号）第11条の２の規定による確認を受ける理容所について適用し、

同日前に同条の規定による確認を受けた理容所については、なお従前の例による。

３ 第２条の規定による改正後の美容師法施行条例第４条の規定は、この条例の施行の日以後に美

容師法（昭和32年法律第163号）第12条の規定による確認を受ける美容所について適用し、同日

前に同条の規定による確認を受けた美容所については、なお従前の例による。
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